
平成25年1月31日現在

１．国民健康保険被保険者数等の推移 (年度平均)
平成21年度 平成22年度 対前年度比 平成23年度 対前年度比 平成24年度見込 対前年度比

一　　般　　　　（人） 18,270 18,173 99.5% 18,014 99.1% 18,146 100.7%

退　　職　　　　（人） 1,611 1,775 110.2% 1,994 112.3% 1,932 96.9%

合　　計　　　　（人） 19,881 19,948 100.3% 20,008 100.3% 20,078 100.3%

介護２号　　　　（人） 7,226 7,329 101.4% 7,362 100.5% 7,200 97.8%

国保加入世帯（世帯） 11,328 11,435 100.9% 11,560 101.1% 11,680 101.0%

市全世帯3/31（世帯） 31,790 31,917 100.4% 32,451 101.7% 32,660 100.6%

世帯加入率　　（％） 35.6% 35.8% +0.2p 35.6% -0.2p 35.8% +0.2p

市人口3/31　  （人） 82,789 82,358 99.5% 82,196 99.8% 82,088 99.9%

加入率　　　　　（％） 24.0% 24.2% +0.2p 24.3% +0.1p 24.5% +0.2p

2．決算状況の推移

《歳　　　入》 （単位：千円）

科　　　　目 平成21年度 平成22年度 対前年度比 平成23年度 対前年度比 平成24年度見込 対前年度比

国民健康保険税 1,856,641 1,798,011 96.8% 1,822,809 101.4% 1,819,000 99.8%

使用料及び手数料 456 453 99.3% 473 104.4% 400 84.6%

国庫支出金 1,457,163 1,679,706 115.3% 1,745,770 103.9% 1,478,000 84.7%

療養給付費等交付金 401,422 399,623 99.6% 553,889 138.6% 694,000 125.3%

前期高齢者交付金 1,596,629 1,373,706 86.0% 1,991,827 145.0% 2,429,000 121.9%

県 支 出 金 240,418 285,715 118.8% 321,294 112.5% 331,000 103.0%

共同事業交付金 552,723 697,306 126.2% 746,625 107.1% 720,000 96.4%

繰　入　金 409,449 463,745 113.3% 288,979 62.3% 303,997 105.2%

繰　越　金 417,095 309,770 74.3% 349,171 112.7% 464,681 133.1%

諸　収　入 30,354 17,677 58.2% 39,206 221.8% 29,600 75.5%

合　　　　計 6,962,350 7,025,712 100.9% 7,860,043 111.9% 8,269,678 105.2%

《歳　　 出》　 （単位：千円）

科　　　　目 平成21年度 平成22年度 対前年度比 平成23年度 対前年度比 平成24年度見込 対前年度比

総　務　費 122,918 128,071 104.2% 128,740 100.5% 128,300 99.7%

保険給付費 4,327,533 4,659,660 107.7% 5,234,180 112.3% 5,310,000 101.4%

後期高齢者支援金等 861,723 785,952 91.2% 885,720 112.7% 988,804 111.6%

前期高齢者納付金等 2,450 1,367 55.8% 2,622 191.8% 1,059 40.4%

老人保健拠出金 55,122 769 1.4% 52 6.8% 45 86.5%

介護納付金 322,210 331,699 102.9% 368,768 111.2% 408,025 110.6%

共同事業拠出金 600,309 608,472 101.4% 597,422 98.2% 696,000 116.5%

保健事業費 46,584 58,330 125.2% 57,507 98.6% 77,000 133.9%

償　還　金 2,569 96,590 3759.8% 111,177 115.1% 128,754 115.8%

諸 支 出 金 306,000 0 0.0% 0 　　　　　－ 285,000 　　　　　－

そ　の　他 5,162 5,631 109.1% 9,174 162.9% 84,600 922.2%

予　備　費 0 0 　　　　　－ 0 　　　　　－ 0 　　　　　－

合　　　　計 6,652,580 6,676,541 100.4% 7,395,362 110.8% 8,107,587 109.6%

歳入－歳出 309,770 349,171 464,681 162,091

単年度収支 △ 107,325 39,401 115,510 △ 302,590

実質単年度収支 198,675 △ 66,599 115,510 △ 17,590
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平成25年1月31日現在

１．国民健康保険被保険者数等の推移 (年度平均)
平成22年度
当初算定数

平成23年度
当初算定数

対前年度比
平成24年度
当初算定数

対前年度比
平成25年度
当初算定数

増　　減 対前年度比

一　　般　　　　（人） 19,500 19,000 97.4% 18,200 95.8% 18,100 △ 100 99.5%

退　　職　　　　（人） 1,500 1,900 126.7% 2,100 110.5% 2,200 100 104.8%

合　　計　　　　（人） 21,000 20,900 99.5% 20,300 97.1% 20,300 0 100.0%

介護２号　　　　（人） 7,300 7,800 106.8% 7,400 94.9% 7,400 0 100.0%

国保世帯　　（世帯） 12,200 12,350 101.2% 11,600 93.9% 11,700 100 100.9%

市全世帯1/31（世帯） 31,653 31,902 100.8% 32,490 101.8% 32,660 170 100.5%

世帯加入率　　（％） 38.5% 38.7% +0.2p 35.7% -3.0p 35.8% 0.1p 0.1p

市人口1/31　  （人） 83,046 82,597 99.5% 82,552 99.9% 82,088 △ 464 99.4%

加入率　　　　　（％） 25.3% 25.3% 0.0p 24.6% -0.7p 24.7% 0.1p 0.1p

２．当初予算状況の推移

《歳　　　入》 （単位：千円）

科　　　　目 平成２２年度 平成２３年度 対前年度比 平成２４年度 対前年度比 平成２５年度 増　　減 対前年度比

国民健康保険税 1,931,226 1,867,609 96.7% 1,821,200 97.5% 1,812,500 △ 8,700 99.5%

分担金及び負担金 　　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　　- 　　　　　　－ 　　　　　- 5,100 　　　　　-

使用料及び手数料 100 100 100.0% 100 100.0% 100 0 100.0%

国庫支出金 1,818,827 1,577,046 86.7% 1,416,939 89.8% 1,845,310 428,371 130.2%

療養給付費等交付金 371,638 334,104 89.9% 590,100 176.6% 591,000 900 100.2%

前期高齢者交付金 1,247,929 2,038,000 163.3% 2,766,600 135.8% 2,476,000 △ 290,600 89.5%

県 支 出 金 301,459 263,911 87.5% 255,896 97.0% 338,310 82,414 132.2%

共同事業交付金 686,000 710,000 103.5% 710,000 100.0% 710,000 0 100.0%

繰　入　金 705,271 485,707 68.9% 376,851 77.6% 315,498 △ 61,353 83.7%

繰　越　金 10,000 10,000 100.0% 10,000 100.0% 10,000 0 100.0%

諸　収　入 11,750 7,823 66.6% 18,314 234.1% 12,182 △ 6,132 66.5%

合　　　　計 7,084,200 7,294,300 103.0% 7,966,000 109.2% 8,116,000 150,000 101.9%

《歳　　 出》　 （単位：千円）

科　　　　目 平成２２年度 平成２３年度 対前年度比 平成２４年度 対前年度比 平成２５年度 増　　減 対前年度比

総　務　費 135,841 122,914 90.5% 138,249 112.5% 132,863 △ 5,386 96.1%

保険給付費 4,905,959 5,069,261 103.3% 5,518,415 108.9% 5,508,765 △ 9,650 99.8%

後期高齢者支援金等 895,200 895,200 100.0% 1,070,200 119.5% 995,100 △ 75,100 93.0%

前期高齢者納付金等 3,200 3,200 100.0% 2,200 68.8% 1,700 △ 500 77.3%

老人保健拠出金 1,200 1,200 100.0% 775 64.6% 200 △ 575 25.8%

介護納付金 350,000 380,000 108.6% 410,000 107.9% 410,000 0 100.0%

共同事業拠出金 685,060 710,020 103.6% 710,010 100.0% 840,010 130,000 118.3%

保健事業費 89,739 94,504 105.3% 80,651 85.3% 97,082 16,431 120.4%

公　債　費 2,000 2,000 100.0% 0 0.0% 0 0 #DIV/0!

諸 支 出 金 6,001 6,001 100.0% 25,500 424.9% 100,280 74,780 393.3%

予　備　費 10,000 10,000 100.0% 10,000 100.0% 30,000 20,000 300.0%

合　　　　計 7,084,200 7,294,300 103.0% 7,966,000 109.2% 8,116,000 150,000 101.9%

平成２５年度 名張市国民健康保険特別会計 （予算案）  資料　№ ２



平成２５年度事業計画について                  資料 № ３ 
 
１．特定健康診査・特定保健指導 

 名張市特定健康診査等実施計画に基づき、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となる

生活習慣を改善するための保健指導を行い、メタボリックシンドローム（内蔵脂肪症候

群）の該当者・予備群を減少させることにより糖尿病等の生活習慣病予防につなげるこ

とが目的の「特定健康診査」及び「特定保健指導」を行う。 
 
【特定健康診査】 

◇対象者    40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 

◇実施期間   平成25年度については調整中 

平成24年は7月～11月 特定健診プラス、がん検診と同時実施 

 別途、日曜健診、地区集団検診を実施予定 

◇受診方法   名張市から送付した受診券により、三重県内の指定医療機関で

受診 

◇検査内容   三重県医師会と代表保険者による委託契約に基づく健診項目 

◇周知方法   国保だより、市広報、ホームページ、ケーブルテレビ等により

啓発 

◇自己負担額  500円 

◇受診者への結果通知  医療機関より受診者へ直接郵送 

 

【特定保健指導】 

特定健康診査の受診結果により、保健指導対象者に対して、積極的支援・動機付

支援を健康支援室と連携して実施する。 

 

 

２．特定健診プラス 

◇対象者    40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 

◇実施期間   平成25年度については名賀医師会と協議  

平成24年は7月～11月  特定健診、がん検診と同時実施 

別途、日曜健診、地区集団検診を実施予定 

◇受診方法   名張市から送付した受診券により、名張市内の指定医療機関で

受診 

◇検査内容   特定健診検査項目＋心電図、胸部Ｘ線検査等（24年度） 

◇周知方法   国保だより、市広報、ホームページ、ケーブルテレビ等により

啓発 

◇自己負担額  1,000円 

 



３．保健事業繰出金 

   ◇健康福祉部、市立病院と連携して市が一体となって取り組む生活習慣病予防、

がん検診受診率の向上等の保健事業のための繰出金 
 
      生活習慣病予防重点プロジェクト事業 

  ・特定健康診査の受診率向上 
・慢性腎臓病、高血圧症の重症化の予防 
・節目年齢者（40・45・50・55・60 歳）のがん検診自己負担
無料化 

      保健師人件費負担分 等 
 



平成２５年度国民健康保険改正内容について            資料 № ４  

 
１．高齢者の患者負担割合の見直しについて 

◇実施日  平成２５年４月１日から 

◇内 容  ７０歳以上７５歳未満の被保険者の医療機関窓口での負担は、平

成２５年３月までは１割のまま据え置かれているが、当面１割負

担を継続する。 
 
 
２．国民健康保険税軽減制度に係る特例について 

◇実施日  平成２５年４月１日から 
◇内 容  国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、国保の被保険者

でなくなった者を含めて軽減対象基準額を算定するとしている軽

減措置について、期限を区切らない恒久措置とする。 

 
 
３．国民健康保険税に係る世帯別平等割を軽減する特例について 

◇実施日  平成２５年４月１日から 

◇内 容  後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の二人世帯から

単身世帯となる場合（特定世帯）では、二人世帯に限り５年間の

世帯割について軽減する特例を３年間延長する。 
 

（現行） 二人世帯で、一人が後期高齢者医療へ移行し、もう一人が国保に

残った特定世帯となる者について、５年間世帯割額を１／２にす

る。 
          ↓ 

（改正） 二人世帯で、一人が後期高齢者医療へ移行し、もう一人が国保に

残った特定世帯となる者についての世帯割額を１／２とする５年

間の軽減措置について、軽減割合を現在の半分（１／４）として、

さらに３年間延長する。 
 

 

４．一部負担金の減免について 

◇実施日  平成２５年４月１日から 
◇内 容  市要綱を定め、災害などの特別な理由により、一時的に生活が著

しく苦しくなり、医療費の支払いが困難となった場合、医療機関

の窓口での支払いを軽減する。収入の状況により、免除、減額等

を行なう。 






